
 

 

議案第６５号 

   米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

 米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり制定することについて議会の議決を求める。 

 

  平成２８年５月２７日提出 

米 原 市 長  平 尾 道 雄 

 

 

      提案理由 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成 28年厚生労働省令第 53

号）により、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年厚

生労働省令第 34号）の一部が改正されたことに伴い、改正の必要を認めたため、この案を提出

するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 

米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例（平

成 25年米原市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

第 59条の 12中「重要事項に関する規程」の次に「（以下この節において「運営規程」という。）」

を加える。 

第 59条の 34中「重要事項に関する規程」の次に「（以下この節において「運営規程」という。）」

を加える。 

第 82 条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施

設等のいずれかがある場合の項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「、

指定地域密着型通所介護事業所」を加える。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改正後 現 行 

米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準

を定める条例 

米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準

を定める条例 

目次 略 目次 略 

第１条～第59条の11 略 第１条～第59条の11 略 

(運営規程) (運営規程) 

第59条の12 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この節にお

いて「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(１)～(10) 略 

第59条の12 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。 

(１)～(10) 略 

第59条の13～第59条の33 略 第59条の13～第59条の33 略 

(運営規程) (運営規程) 

第59条の34 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この節において「運営規程」

という。）を定めておかなければならない。 

(１)～(９) 略 

第59条の34 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(１)～(９) 略 

第59条の35～第81条 略 第59条の35～第81条 略 

(従業者の員数等) (従業者の員数等) 

第82条 略 第82条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満た

す小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満た

す小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員



 

 

に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該小規

模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事すること

ができる。 

に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該小規

模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事すること

ができる。 

略 

当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所の同一敷地内

に中欄に掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、

指定居宅サービスの事業を

行う事業所、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看

護事業所、指定地域密着型

通所介護事業所、指定認知

症対応型通所介護事業所、

指定介護老人福祉施設また

は介護老人保健施設 

看護師または准看護師 

 

略 

当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所の同一敷地内

に中欄に掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、

指定居宅サービスの事業を

行う事業所、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看

護事業所、指定認知症対応

型通所介護事業所、指定介

護老人福祉施設または介護

老人保健施設 

看護師または准看護師 

 

７～13 略 ７～13 略 

第83条以下 略 第83条以下 略 

  

付 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

  

 

 


